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分別の徹底に向けた広報・啓発の強化について 

 

 

【現状と課題】 

 ・平成 14年 10月から家庭ごみの 12分別収集を導入し、令和元年７月には剪定枝の資源化を

開始するなど、資源物の排出の受け皿を拡大することにより、資源化に取り組んできたが、

燃やすごみの中には分別すれば資源化できる可能性のある紙類やプラスチック製容器包装

類が約３割含まれている状況にある。 

・今後、改めて資源物とごみの分別排出を徹底し、資源化の促進を図っていくことが必要と

なる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 30年度の資源化率 17.1％ 

 

＜燃やすごみの組成調査結果（平成３０年度実績）＞ 

 

＜燃やすごみに含まれているプラスチック製容器包装類・紙類の割合推移＞ 

 

年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

割合 33.2% 27.1% 32.8% 27.9% 24.7% 

 

 

資料２ 
 
 
 

新聞・チラシ

広告

2.0%

雑誌

5.2%
ダンボール

0.6%
紙パック

0.5%

雑がみ類

8.9% ペットボトル

0.4%

プラスチック

製容器包装, 

7.1%

生ごみ

（厨芥類）

37.3%

その他の紙

16.7%

その他プラス

チック類

3.6%

その他

17.9%

資源物合計 ２４．７％

雑がみ類が 

全て分別されたとすれば 

資源化率 17.1％※⇒22.0％ 

プラス 4.9ポイント 

 

プラスチック製容器包装が 

全て分別されたとすれば 

資源化率 17.1％※⇒21.0％ 

プラス 3.9ポイント 
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【施策の方向性】 

①「分かりやすい広報」と「顔の見える啓発」の充実 

分別排出の主体である市民の視点に立って、紙媒体をはじめとする様々な媒体を利用しながら、

分別の基本ルールの周知と分別排出に役立つ分かりやすい広報を充実していく。なお、分かり

やすい広報を行っていくうえで直接地域住民と市職員がコミュニケーションを図る機会も必要

であることから、廃棄物減量等推進員（じゅんかんパートナー）と連携し、市内イベント、サ

ロン等に出向き地域における顔の見える啓発活動を強化していく。 

 

②ICTを活用した広報啓発 

自治体によって分別の基本ルールが異なる煩雑なごみ分別について、ICT を活用することによ

り、ルールを知らない転入者等がいつでも簡単に情報を得られるようにする。また、情報発信

の際は、日本語に不慣れな外国人にも理解してもらえるようユニバーサルデザインを取り入れ

る等、工夫していく。 

 

③環境学習を通じた周知啓発 

保育園・幼稚園・小学校を対象とした出前授業を通じ、幼少期のうちから３Rの意識を育てて

いくとともに、学習を受けた子供から、各家庭への３R意識の向上につなげていく。また、市

内および近隣のリサイクル関連施設やごみ処理施設の見学会の開催等でも３R 意識の向上を目

指していく。 

 

■広報（紙）媒体 
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■ごみ分別アプリ 
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■環境学習（リサイクルツアー、副読本） 

 


